介護報酬改定に伴う令和８年６月からの
「庄原市介護予防・生活支援サービス事業　サービス事業費単位数表」の改正について
(概要版)

１　第１号訪問事業
（１）介護予防訪問サービス（従前相当）
　　　【基本単位】変更なし
　　　【減算】変更なし
　　　 【加算】
[bookmark: _Hlk231456614]　　　　　・介護職員等処遇改善加算Ⅰイ　　所定単位数×270/1000
・介護職員等処遇改善加算Ⅰロ　　所定単位数×287/1000
　　　   ・介護職員等処遇改善加算Ⅱイ　　所定単位数×249/1000
・介護職員等処遇改善加算Ⅱロ　　所定単位数×266/1000
　　　   ・介護職員等処遇改善加算Ⅲ　　　所定単位数×207/1000
　　　   ・介護職員等処遇改善加算Ⅳ　　　所定単位数×170/1000
　
　　
（２）生活援助訪問サービス（基準緩和）
　　　【基本単位】変更なし
　　　【減算】変更なし
【加算】（１）介護予防訪問サービス（従前相当）と同じ

２　第１号通所事業
[bookmark: _Hlk163815227]　（１）介護予防通所サービス（従前相当）
　　　【基本単位】変更なし
　　　【減算】変更なし
【加算】
【利用定員が19人以上の場合】
[bookmark: _Hlk231457609]・介護職員等処遇改善加算Ⅰイ　　所定単位数×111/1000
・介護職員等処遇改善加算Ⅰロ　　所定単位数×120/1000
・介護職員等処遇改善加算Ⅱイ　　所定単位数×109/1000
・介護職員等処遇改善加算Ⅱロ　　所定単位数×118/1000
・介護職員等処遇改善加算Ⅲ　　　所定単位数×99/1000
・介護職員等処遇改善加算Ⅳ　　　所定単位数×83/1000

【利用定員が19人未満の場合】
・介護職員等処遇改善加算Ⅰイ　　所定単位数×117/1000
・介護職員等処遇改善加算Ⅰロ　　所定単位数×127/1000
・介護職員等処遇改善加算Ⅱイ　　所定単位数×115/1000
・介護職員等処遇改善加算Ⅱロ　　所定単位数×125/1000
・介護職員等処遇改善加算Ⅲ　　　所定単位数×105/1000
[bookmark: _GoBack]・介護職員等処遇改善加算Ⅳ　　　所定単位数×89/1000

（２）社会参加通所サービス（基準緩和）
　　　【基本単位】変更なし
【減算】変更なし
【加算】（１）介護予防通所サービス（従前相当）と同じ


３　第１号介護予防支援事業
　　　【基本単位】変更なし
【減算】変更なし
【加算】
・介護職員等処遇改善加算　9・15・16・22
（介護予防ケアマネジメント費、初回加算、委託連携加算までの所定単位数の1000分の21に相当する単位数を算出し、ありうる単位数の組合せ）
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